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４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年４月末～  板橋公園再整備事業者公募実施  

令和６年９月中旬  事業者選定 

令和６年１０月～  基本協定締結 

提案内容のブラッシュアップ 

基本設計 

都市計画決定 

令和７年度     実施設計 

特定公園施設譲渡契約 

指定管理者の指定 

解体、施工（１年目） 

令和８年度     施工（２年目） 

開園 
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６ 再整備の視点 

現況調査や上位計画との関連性、また住民意向の把握を通じて得た意見や傾向など

を踏まえ、板橋公園整備にあたって必要な視点をまとめました。 

 

 ⑴ 地域コミュニティが育まれる公園活用 

   多様な利用者にとって使い勝手の良い施設環境、空間を整備する必要があります。 

 

⑵ 全ての人の「滞在しやすい」が叶う公園 

   バリアフリー施設や多様な遊びに対応可能な環境づくりなど、ユニバーサルデザ

インの考え方を基にハード・ソフトの両面から公園全体を構築する必要があります。 

 

⑶ 育まれてきた緑を活かし、さらに地域と共に育んでいく公園 

   既存の緑を活かすとともに、豊かなみどりを守る「農」のある地域の風景づくり

とコミュニティに繋がる緑を整備する必要があります。 

 

⑷ 交通公園としての機能の継承と新たな展開 

   特徴のある機能は継承しながら、時代の変化に対応した新たなモビリティ体験を

提供するなど、楽しく交通ルールを学べる空間整備と工夫を用いる必要があります。 

 

⑸ 様々な体験・学びの機会を提供する公園 

   地域コミュニティと連携した、多世代交流による学びや新たな体験を子どもたち

に提供していく必要があります。 

 

⑹ 地域と共生し、地域の安心・安全の拠点となる公園 

   長年地域に見守られてきた公園が今後も地域と共生するとともに、多世代の利用

者が安心・安全に使用できるユニバーサルデザインを導入する必要があります。 

 

⑺ 板橋ブランドとなる、可能性あふれる公園 

   板橋公園の潜在力と地域の特性を掛け合わせた独自性の高い公園にする必要が

あります。 

 

⑻ 公民連携による整備・管理運営 

   板橋ブランドとして、公園がまちづくりの中核となるには、区、民間事業者、  

地域が連携し、それぞれのノウハウや経験が最大限発揮される制度を活用する必要

があります。 
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1 はじめに                                       

次世代につなぐ 

新たな交通公園に向けて 

 区では、令和 3年度に板橋公園のあり方検討委員会を立ち上げ、区民に対するアンケート調査

を実施し、板橋公園基本構想を策定いたしました。それを基に、令和 4年度は住民意向を把握す

るための施策や調査、検討を重ね、板橋公園基本計画策定に向けた準備を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の背景と目的 開園から 56 年を迎えた板橋公園は、地域の子どもたちの交

通教育の場、地域行事などの人々の交流の場として親しまれて

きました。しかし、時代の流れに伴う施設の老朽化や、交通公

園に求められる機能の変化、多様なニーズへの対応が求められ

ています。板橋公園基本計画策定にあたり、令和 3 年度より実

施してきた計画策定準備の中では、地域意向を把握するため区

民の皆様と多様な取組をともにし、交通公園、ひいては地域に

対する様々な思いを受け止めてきました。新たな交通公園が地

域資源ブランドとなり、戦略的な事業展開の礎となることが期

待されており、本計画では、公園のあるべき姿のための再整備

の方向性を示しています。 
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１ 計画策定の背景 

板橋公園は、自動車交通の急速な発展に伴い、子供たちの交通教育のために昭和 43

年に設置された交通公園です。板橋公園には、実物を模した道路やハイウエイ、信号

機等があるほか、自転車や三輪車、ゴーカートを貸し出しており、楽しみながら交通

ルールを学べる施設となっています。しかし、施設の老朽化や陳腐化が顕著であると

ともに、隣接する旧大山小学校跡地の活用や、公園利用者や地域住民の多様なニーズ

への対応などの課題があることから、新しい交通公園へ再整備することになりまし

た。 

そこで、令和３年度に有識者を交えた全 2回の板橋公園のあり方検討委員会、区民

に対してのアンケート調査の実施結果を基に「板橋公園基本構想（以下「基本構想」

という。）」を策定しました。令和４年度は基本構想を基に、住民ヒアリングやワー

クショップ等を実施し、地域住民や板橋公園の利用者に合意形成を図りながら「板橋

公園基本計画策定準備」を行ってきました。 

 

 

２ 計画策定の目的 

板橋公園基本計画（以下、「本計画」という。）は、基本構想、公園の利用状況の

分析や類似・先進事例、利用者数などの現況調査、住民意向の把握などを踏まえ、板

橋公園再整備に必要な視点を示すとともに、整備・運営方針や事業手法などの基本的

な考え方を定めることを目的としています。 
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第２章 

現況調査 

１ 計画地の概況 

２ 計画地とその周辺状況 
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５ 類似施設（23区内交通公園） 

６ 先進事例 

７ 上位計画、関連計画の整理 

８ 現状入園者数等 

９ 主な利用内容 

10 まとめ 
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2 現況調査                                     

板橋公園の現状と 

向かうべき方向  

基本計画策定の準備段階では、板橋公園の現況と環境について調査を重ねて参りました。板橋

公園の現状と照らし合わせながら、国内外の先行事例を比較、検討材料として研究する中で、再

整備に求められる事項が明らかとなりました。 

 

 

 

 

計画地の概況と周辺環境  公共交通機関、主要道路へのアクセスも良好な環境ながら、

豊かな自然環境や閑静な住宅街が広がっており、人口増加傾向

にあるエリアです。また、園内には、起伏に富んだ地形を活か

した遊具、植栽、草地が整備されており、人々から親しまれる

特徴的な風景を作りあげています。 
 

類似施設と先進事例からの 

考察 

 23区内交通公園と国内外の先進事例の比較研究により、他に

はない体験の提供や長時間滞在できる工夫、交通公園の機能以

外の多目的利用空間の提供を可能とする施策が必要であるこ

と、加えて、地域特性を取り入れ、これからの時代に則した過

ごし方を利用者に先駆けて提示することも求められているこ

とがわかりました。 
 

上位計画、関連計画からの

考察 

上位計画や環境、景観、交通、防災、運営、施設の各視点の

関連計画との整合に加え、都市公園のストック活用など社会状

況の変化等を検証しました。 

 

まとめ  緻密な現状把握により、①様々な利用目的に応え、利用者に

配慮する、②交通公園としての機能に加え、他にはないモビリ

ティ体験の提供、③長時間滞在のための収益施設、天候に左右

されないコミュニケーションスペースの確保、④地域特性を生

かした、様々な人が交流できる機会や場所の提供が、本公園の

再整備に求められていることと明らかになりました。 
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 １ 計画地の概況 

⑴ 位置・地勢 

板橋区は、武蔵野台地の北端と荒川低地の境目にあたり、概ね北部は低地、南

部は台地となっています。崖線の下部では、川から運ばれてきた堆積物が今日の

荒川・新河岸川沿いの低地を形成しています。 

計画地は区の南中央部地域に位置し、計画地から東に600ｍの位置に東武東上線

大山駅があります。周辺には、日本大学板橋病院や小学校、保育園などがあり、

世代を超えて暮らす人がいるなど閑静な住宅街が広がる地域となっています。 

 

⑵ 人口 

板橋区の人口は、住民基本台帳人口により近年の傾向をみると、総人口は

572,927人（令和6年1月1日）で、5年間で10,602人増加しており、増加傾向です。

このうち、年少人口は1,082人増、生産年齢人口は5,528人減、老年人口は15,048

人増となり、65歳以上の高齢化率は22.6％へ上昇しています。 

計画地周辺（大山西町や幸町、大谷口）の人口も５年間で294人増加しています

（令和6年1月1日時点で26,656人）。 

 

⑶ 自然・環境 

板橋区は、広大な草地が広がる荒川沿いや、良好な樹林が見られる崖線沿い（都

立赤塚公園、区立赤塚溜池公園付近）、農地など、恵まれたみどりが多くあります。

また、それらの場所に加えて、大規模な公園である都立城北中央公園でも多くの

生物種が見つかるなど、自然豊かな環境があります。農地も令和 3 年時点で

1,916haあり、主に赤塚や成増地域周辺にあります 

建築計画等に伴って新たに緑地の整備が行われたことで、樹木被覆地が増えて

はいますが、同時に樹木や樹林の伐採も行われており、増加面積より減少面積が

上回り、樹木被覆地が減少しています。 

計画地周辺に街区公園がありますが、緑量は多くないため、板橋公園内の大径

木の樹木や旧大山小学校跡地の草地などは、周辺地域に対して自然環境を提供す

る貴重な公園となっています。 

 

⑷ 土地利用 

平成 23(2011)年と平成 28(2016)年の土地利用現況調査結果(東京都)を比較す

ると、住宅用地は 39.6ha、公共用地が 12.1ha 増加していますが、工業用地が

17.5ha、空地が 30.4ha 減少しており、工業用地や空地が住宅用地や公共用地に

用途変更していると考えられます。土地利用の細分類では、集合住宅が 27.2haと

増加が最も大きく、減少が最も大きいのは屋外利用地の 20.9haとなっています。 
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①板橋公園内の状況（自転車・信号機等） ②板橋公園内の状況（起伏・遊具等）

③板橋公園内の状況（都電・バス） ④板橋公園東側の状況

⑤板橋公園南側の状況 ⑥板橋公園西側の状況

⑦板橋公園北側の状況 ⑧板橋公園に近接する住宅地の状況
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５ 類似施設（23区内交通公園） 

23 区内の交通公園の名称、面積、駐車場・貸出しモビリティ・展示モビリティの

有無を一覧表にまとめ、特徴を以下に記載しました。 

23区内における交通公園 

なし 三輪車 豆自動車 自転車
足こぎ

ゴーカート

バッテリー

カー
ミニ列車 それ以外

板橋交通公園 1.4 ha - ○ ○ ○ ○

城北交通公園 - ○ ○ ○

千代田区 -

中央区 -

港区 -

新宿区 -

文京区 神明都電車庫跡公園 0.2 ha - ○ ○

台東区 -

墨田区 堤通公園 1.4 ha - ○ ○ ○

城東公園 1.0 ha - ○ ○

越中島公園 1.6 ha - ○ ○

若洲公園 8.7 ha 322台 ○ ○

（有料）

○#1

（有料）

品川区 東品川公園 0.9 ha 4台 ○ ○

目黒区 衾町児童交通施設 0.2 ha - ○ ○

入新井西公園 0.3 ha - ○ ○ ○ ○ ○

大森西交通公園 0.3 ha - ○ ○

萩中児童交通公園 6.4 ha 44台 ○ ○ ○ ○

萩中公園内ガラクタ公園 ○ ○

東調布公園 2.5 ha … ○ ○ ○ ○

森ヶ崎交通公園 0.3 ha - ○ ○ ○

世田谷公園 交通広場 7.9 ha 32台 ○ ミニSL

（有料）

○

世田谷公園 スケボ広場 ○ ○#3

渋谷区 -

中野区 紅葉山公園 0.5 ha - ○

杉並区 杉並児童交通公園 0.9 ha - ○ ○ ○

豊島区 としまキッズパーク 0.1 ha - ○ ミニSL

北区 中央公園 6.4 ha 36台 ○

荒川区 荒川自然公園内 交通園 6.1 ha - ○ ○ ○ ○ ○4

（有料）

練馬区 大泉交通公園 0.8 ha - ○ ○

北鹿浜交通公園 1.9 ha 22台 ○ ○ ○ ○

（有料）

ミニ列車

（有料）

○#2

（有料）

大谷田南公園 1.0 ha 16台 ○ ○ ○ ミニ列車/新幹線

（有料）

上千葉砂原公園 2.1 ha 24台 ○ ○ ○

新宿交通公園 1.2 ha - ○ ○ ○ ○ ミニSL、ディーゼル、新

幹線（有料）

北沼交通公園 1.0 ha 14台 ○ ○ ○

江戸川区 東部交通公園 1.0 ha 20台 ○ ○ ○4#

（有料）

江東区

板橋区

展示

モビリティ

葛飾区

足立区

世田谷区

大田区

貸出しモビリティ（乗物）

駐車場面積名称地域名
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 23区内の交通公園の特徴 

① 自転車がメインのモビリティ

貸し出しは「自転車」「三輪車」「足こぎゴーカート」の順で多く、自転車が

交通知識の体得のメインとなっています。 

② 展示車両

区内27交通公園中、5公園にミニ列車、8公園に電車やバスなどの展示があり、

自転車以外の交通啓蒙を行っている交通公園もあります。 

③ 近隣住民対象の公園が多い

駐車場が整備されていない交通公園が17公園あり、主に近隣からの来園者を想

定した公園が多いです。その上で、駐車場の整備されている交通公園は、23区内

の他の交通公園と比較して敷地面積が大きいことや、自転車以外のミニ列車など

モビリティに多様性があること、そして駅からの距離があることが特徴としてあ

げられます。 

また、交通公園の多目的利用の事例として、交通公園の機能を有しながらも様々な

施設を有する荒川区立荒川自然公園の現地調査を行いました。 

 

自転車や三輪車、 
足こぎゴーカートなど 

交通教室の様子 コースの状況 

花壇への花植えの様子 
広場でのピクニック利用の

様子 
ボール遊びの様子 
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23区内交通公園および荒川区自然公園交通公園の現地調査を踏まえ、新たな交 

通公園整備に向けて考察すべきことは、 

① 他にはない体験を提供する

板橋公園で提供してきた自転車等の貸し出しに加えて、他にはないモビリテ

ィ体験を提供することで、ブランド力のある特徴的な公園にすることができる 

② 長時間滞在できる工夫とアクセスの良さ

近隣の方に加えて、区内外からの来場者を想定する場合は、収益施設などを

設け長時間滞在できるような工夫をすると共に、アクセスを考慮して駐車場の

整備について検討すること 

③ 交通公園の機能以外の多目的利用空間の提供

多世代に利用される交通公園にしていくために、交通公園の機能に加えて、

ボール遊びやピクニックできる場所や花壇など、多目的利用できる空間や機能

の整備について検討すること 

などであり、板橋公園の再整備にも取り入れていく必要があると考えられます。 

６ 先進事例 

本計画の参考とするため、先進事例を「デザイン（公園全体の統一感）」、「回遊

性・周遊性」、「収益施設や他要素との関係性」の３つの要素で国内外からピックア

ップしました。 

① スーパーキーレン

場所 デンマーク、コペンハーゲン 

設置年 2012年 

概要 ３つのゾーンに分かれたエリアが３色で区分けされ、スポーツ広場、 

家族向け広場、抽象的なアートの広場で構成されます。 

デザインの力が住民同士のコミュニケーションを活性化しています。 
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② ラ・ビレット公園

場所 フランス、パリ郊外、レ・アール地区 

設置年 1983年 

 概要 パリで最大規模の公園です。 

世界中の造園家、ランドスケープアーキテクト、建築家が応募し、 

国際コンペでベルナールチュミがチーフデザイナーとして選ばれ、 

都市における自然の解釈に新しい概念を持ち込みました。 

③ ハイライン

場所  アメリカ、ニューヨーク 

設置年  2009年 

概要   1980年に廃止されたニューヨーク・セントラル鉄道の高架部分に設 

置された公園です。ハイラインの整備に伴い、公園内では様々な展 

示や、インスタレーションが行われるなど、文化的なアトラクショ 

ンで賑わいを作り出し、結果として、周辺の不動産価格は上昇して 

います。 
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④ 大宮交通公園

場所 京都市北区 

設置年 1969年（2021年全面再整備） 

概要 施設の老朽化と隣接地への消防署移転に伴う防災機能強化を契機に、

地域交流の拠点として開かれた 「遊び」と「学び」のサステナブルパ

ークとして、2021年４月にリニューアルオープンしました。代表企業

と自転車販売事業者、公園植栽管理会社が連携し指定管理を行ってい

ます。 

先進事例に共通することは、 

① 地域特性（歴史・文化・産業など）を取り入れ形にしていること

② これからのライフスタイルや過ごし方など生活者への提案するチャレンジをしていること

が挙げられ、本計画においても、地域における板橋公園が担ってきた役割を大切にし

ながら、これからの交通を含めた過ごし方を提案するチャレンジ要素も必要と考えます。 
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７ 上位計画、関連計画の考察 

本計画は、上位計画である本区の都市像や基本構想を定めた「板橋区基本構想」や

「板橋区基本計画」、本区の緑地の保全や推進等について定めた「板橋区緑の基本計

画」、板橋公園の再整備の方向性をまとめた「板橋公園基本構想」などを踏まえるとと

もに、環境、景観、交通、防災、運営、施設の各視点の関連計画との整合に加え、都

市公園のストック活用など社会状況の変化等を考慮し、構築していきます。 

本計画に関連する上位計画、関連計画の関係 
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８ 現状入園者数等 

ビッグデータ（※１）より算出した板橋公園の入園者数の平均人数を、国土交通

省都市公園利用実態調査（※２）のデータより10代未満の入園者数を推察し、補正

した形で示します。 

※１ビッグデータ：KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」を採用しました。auスマートフォンユー

ザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人を特定できない処理を行って集計しています。 

※２国土交通省都市公園利用実態調査：都市公園の利用実態や利用者の都市公園に対する多様なニーズを把握し、今

後の都市公園の整備・維持管理等のあり方を検討するための基礎資料とするこ

とを目的に、昭和41年度より経年的に国土交通省が実施している。学齢前と小

学生下級生を10代未満上級生と中高生を10代としてカウントしました。 

※上記ビッグデータの数値（合計732人及び514人）は、令和4年10月における祝休日及び平日の1日あたりの平均利用者

数を採用しております。 

休日

10代未満 10代未満 19.2% 10代未満 202人

10代 10代 11.1% 10代 117人

20代 42人 20代 42人

30代 190人 30代 190人

40代 207人 40代 207人

50代 55人 50代 55人

60代 97人 60代 97人

70代 141人 70代 141人

合計 732人 合計 1,050人

ビッグデータの数値より 国土交通省都市公園利用実態調査（R3）より類推 板橋公園補正データ

平日

10代未満 10代未満 13.1% 10代未満 88人

10代 10代 10.6% 10代 71人

20代 21人 20代 21人

30代 59人 30代 59人

40代 121人 40代 121人

50代 39人 50代 39人

60代 94人 60代 94人

70代 180人 70代 180人

合計 514人 合計 674人

ビッグデータの数値より 国土交通省都市公園利用実態調査（R3）より類推 板橋公園補正データ
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９ 主な利用内容 

板橋公園の主な利用内容について、利用者の属性ごとに以下にまとめます。 

 

【子育て世代】 

 ・未就学児及び小学生低学年の自転車練習場所としての利用 

 ・すべり台や砂場などの遊具や都電・都バス、夏場の子どもの池の親子利用 

 ・芝生広場や樹木を活用したボール遊びや鬼ごっこ 

・レジャーシートなどを用いたピクニックなどの利用 

 

【小学生～中学生】 

 ・大径木を利用したかくれんぼや高架の壁や芝生広場でのボール遊び 

   ・すべり台の利用や、小さな家の遊具でのおしゃべり 

 

【シニア世代】 

 ・早朝の広場を活用したラジオ体操の利用 

 ・園路を使用したお散歩での利用 

 ・ベンチなどを使用したコミュニティ（おしゃべりや体を動かす運動など）利用 

 

【多世代】 

 ・大山西町会が主催する夏祭りやイベントでの利用 

 

板橋公園の利用内容を踏まえると、交通公園の機能に対する利用に加えて、広場や

遊具などを使用した日常的な利用も多く、多様な使い方をされていることがわかりま

した。また、広場などのオープンスペースを活用してのラジオ体操やお祭りなどの地

域のコミュニティ拠点としても利用されていることがわかりました。 
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また、基本構想で掲げた「区民や地域との連携」「ユニバーサルデザインの導入」

「環境負荷の低減」３つの目標を、現況調査から掘り下げると、以下のようにまとめ

られます。 

 

 ● 区民や地域との連携 

   板橋公園の運営においては、区民参加に加え、公民連携のノウハウを持つ民間事

業者との連携も含めた「地域と公園を繋ぐ仕組みづくり」の導入が求められます。

また、多様化して、変化の早い社会環境に適応できる柔軟な運営、板橋らしさの導

入や板橋ブランドに繋がる整備など地域と共にみんなで育てていく公園づくりをめ

ざしていくことも求められます。 

 

 ● ユニバーサルデザインの導入 

   「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2025」に基づき、年齢や国籍、障がいの

有無などに関わらず、はじめからすべての人が利用可能で、様々な関わりがありな

がら地域理解のある環境づくりをハード・ソフト両面で目指します。公園全体であ

らゆる利用場面においてだれもが快適さや心地よさを感じる、やさしく統一感のあ

る空間づくりをめざしていくことが求められます。 

 

● 環境負荷の低減 

   管理運営におけるリサイクルや省エネの実現は、整備段階において既存樹木や地

形を活かしたデザインにするなど、整備と連動した体制づくりが求められます。ま

た、運営に区民も関わることで環境意識が育まれるようにすることも重要となりま

す。 

   板橋区では2022年1月に2050年までにCO2排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボン

いたばし2050」を表明しています。ゼロカーボンシティの実現に向け、板橋公園の

再整備で建設される施設は、更なる省エネルギー化を図るとともに、太陽光などの

創エネルギーの活用も視野に入れ、ZEB（Net Zero Energy Building：快適な室内環

境を実現しながら、省・創エネルギーにより、建物で消費する年間の一次エネルギ

ー収支をゼロにすることを目指した建物）レベルをめざしていくことが求められま

す。 
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3 住民意向の把握                                 

人と地域と共に育つ 

愛される交通公園  

 板橋公園に整備にあたり、令和 3年度から区民、地域の意見・要望を把握するための様々な施

策、検討を行ってきました。多世代や属性の異なる公園利用者に向けて、住民ヒアリングやワー

クショップ、セミナーを実施、加えて、公園でのマルシェ等を社会実験と実施する中で、住民の

率直な意見を吸い上げて参りました。 

 

 

 

 

ユニバーサルデザイン 

について 

 ユニバーサルデザイン推進協議会に付議し、子どもの活躍の

場の確保、多様性の実現や、高齢者や障がいがある方でも安心

して過ごすことのできる環境整備と管理体制づくりに関する

意見をいただきました。公園に関わる全ての人が、地域の多様

性への理解を育むことのできる環境づくりの重要性を再確認

いたしました。 
 

道路の付け替えについて  住民意向を把握する中で、十分な広さのあるオープンスペー

スの確保が求められていることが明らかとなりました。これに

伴い、公園東側に接道する区画道路を廃道とし、安全性や防災

機能を確保した一体整備することの可能性について、令和 5年

度より検討を進めました。この検討にあたっては、沿道の住民

へのアンケート調査を実施し、利用実態と意向の把握を行いま

した。 
 

住民意向の分析  「板橋を代表する公園」や「世界で一番幸せな街」など公園

整備にとどまらない、魅力的な地域づくりを求める住民意見は

特筆すべきものでした。多様な住民意見の内容を分析した結

果、（1）だれもが利用でき思い出を作れる場所、（2）「滞在しや

すさ」の確保、（3）地域との共生、（4）「体験」の機会の提供、

（5）交流の活性化の 5 つの傾向に分類することができ、それ

ぞれのニーズに対応した公園整備の方向性が明白となりまし

た。 
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4 再整備の方向性                                 

住民意見に寄り添う 

公園整備の 8つの視点  

 これまで公園の現況調査、上位計画との関連性の検証、そして住民意向の把握と意見の分析を

行って参りました。再整備される公園に求められる要素は数百を超え、それらの傾向を分析、抽

出すると、地域共生や公民連携など 8つの視点に分類されることが明らかとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8つの視点 ⑴ 地域コミュニティが育まれる公園活用 

  多様な利用者にとって使い勝手の良い施設環境、空間を整

備する必要があります。 

⑵ 全ての人の「滞在しやすい」が叶う公園 

  バリアフリー施設や多様な遊びに対応可能な環境づくり

など、ユニバーサルデザインの考え方を基にハード・ソフト

の両面から公園全体を構築する必要があります。 

⑶ 育まれてきた緑を活かし、さらに地域と共に育んでいく公園 

  既存の緑を活かすとともに、豊かなみどりを守る「農」の

ある地域の風景づくりとコミュニティに繋がる緑を整備す

る必要があります。 

⑷ 交通公園としての機能の継承と新たな展開 

  特徴のある機能は継承しながら、時代の変化に対応した新

たなモビリティ体験を提供するなど、楽しく交通ルールを学

べる空間整備と工夫を用いる必要があります。 

⑸ 様々な体験・学びの機会を提供する公園 

  地域コミュニティと連携した、多世代交流による学びや新

たな体験を子どもたちに提供していく必要があります。 

⑹ 地域と共生し、地域の安心・安全の拠点となる公園 

 長年地域に見守られてきた公園が今後も地域と共生する

とともに、多世代の利用者が安心・安全に使用できるユニバ

ーサルデザインを導入する必要があります。 

⑺ 板橋ブランドとなる、可能性あふれる公園 

  板橋公園の潜在力と地域の特性を掛け合わせた独自性の

高い公園にする必要があります。 

⑻ 公民連携による整備・管理運営 

板橋ブランドとして、公園がまちづくりの中核となるに

は、区、民間事業者、地域が連携し、それぞれのノウハウや

経験が最大限発揮される制度を活用する必要があります。 
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１ 踏まえるべき視点 

現況調査や上位計画との関連性、また住民意向の把握を通じて得た意見や傾向など

を踏まえ、板橋公園整備にあたって踏まえるべき視点について以下にまとめます。 

⑴ “地域コミュニティが育まれる公園活用”の視点

計画地は大山駅から徒歩 10 分程度の住宅街に位

置し、保育園や小・中学校もあるため、日常的に多

様な人の往来があります。地元町会を軸に子育て世

代、シニア世代など様々な区民の活動が展開されて

おり、板橋公園を活動の拠点として求める声や、地

域の見守りや防犯など地域課題の解決する糸口とな

ることを期待する意見も見受けられます。板橋公園

の整備を契機として、多様な利用者の利活用・参画・

連携を通じて、地域コミュニティが育まれる公園活

用が求められています。 

 集会所は既存の機能を確保しながら、より一層地域コミュニティが醸成さ

れる、使い勝手のよいものに替えていく必要があります。

 これまで行われていた夏祭りやラジオ体操などの地域の活動が継続して行

える空間整備をしていく必要があります。

 地域コミュニティが育まれる仕掛けを公園で実施するとともに、地域から

も発生するような仕掛けをしていく必要があります。

⑵ “全ての人の「滞在しやすい」が叶う公園”の視点

子どもの遊び方も多様化しており、ボール遊びを

含めて自由に遊べる場、充実した遊具などに加え、

年代ごとに遊ぶ場所の分離や、親世代が子どもを見

守りながら交流できる滞在場所の設置などの意見が

ありました。 

このような状況を踏まえると、板橋公園には、交

通公園としての要素を残しながらも、利用者がそれ

ぞれの志向や考えに基づき選択できる「多様な遊び」

と「滞在のための環境づくり」をハード・ソフトの

両面から実現する視点が必要です。 

また、ユニバーサルデザインの考え方を公園全体に導入し、年齢・国籍・性別・障が

いの有無に関わらず安心して過ごせる空間づくりや管理体制、利用者の多様性に対す

る地域理解を構築する視点が必要です。 
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⑹ “地域と共生し、地域の安心・安全の拠点となる公園”の視点

 板橋公園には、夏祭りやラジオ体操など地域コミ

ュニティが育まれる環境が求められている一方、公

園内のゴミ問題や夜間の騒音問題、大きな樹木や高

低差のある施設などによる死角対策についての意見

もあり、公園への安全性が求められています。これら

の意見を踏まえ、再整備後には、死角の少ない施設配

置や、公園をきれいに使いたくなるような仕組み作

りをするなど、周辺住民への配慮が必要です。 

また、板橋公園は、災害時の避難場所に指定されており、近隣住民の方が非常時に

公園に集合・滞在しやすいような動線確保や広場の整備が必要となります。廃道を含

め、子どもや高齢者、障がいのある方が安心して公園内を利用できるユニバーサルデ

ザインを取り入れた整備をすることで、日常から誰もが利用しやすい公園となります。 

加えて、ハード整備だけでなく、日常的な運営など、ハード・ソフト両面でのユニ

バーサルデザインの実現が、災害など有事の際の安全・安心に繋がります。 

 死角の少ない施設配置、ゴミ問題やトイレなどを中心に、公園をきれいに

使いたくなるような仕組み作りなど、周辺住民への配慮が必要です。

 災害時も日常でも安心・安全に使用できるユニバーサルデザインを導入す

る必要があります。

 騒音問題や迷惑行為などがあることから、夜間の利用に対して閉鎖管理の

導入など、地域の人を含め安心して過ごせるようにする必要があります。

 板橋公園は「避難場所（都営幸町アパート一帯）」の範囲内に位置している

ため、災害時におけるオープンスペースとしての機能の拡充や、現在の防

災資機材倉庫（住民防災組織格納庫・区民消火隊格納庫）と同規模の倉庫、

防災かまど、防災パーゴラなどといった整備の必要があります。また、夜間

でも緊急に消火資材等の出し入れができる工夫や、帰宅困難者が一時滞在

施設として利用する際の物資の供給体制の確保、災害時を想定した防災訓

練など、地域との連携による日常の運営を工夫する必要があります。

⑺ “板橋ブランドとなる、可能性あふれる公園” の視点

板橋公園の持つ「交通公園という機能を持ち

ながら、地域と共に育まれてきた公園」という

特徴を継承しながら、再整備された板橋公園は、

他自治体・都市・地域に類を見ない、キラーコ

ンテンツとして磨き上げられた「板橋地域資源

ブランド」といえる公園にしていく必要があり

ます。住民からも、板橋らしさの１つである「農」

の要素や、統一感のあるデザイン、これからの時代のモビリティも含めた交通に対す
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る意見もあり、多様な要素を取り入れながらも、板橋らしさに繫がり、発信され、可

能性が他地域へ広がっていく整備と運営をおこなっていく必要があります。 

 板橋公園がもつポテンシャルを最大限活かしつつ、他自治体の交通公園に

無い、特異性のある公園にしていく必要があります。

 板橋の「農」など地域の特徴ある要素を整備に取り入れ、区民や民間事業者

と連携した運営により、可能性を広げていく公園にする必要があります。

 統一されたデザインと、それが地域や他施設に広がり、繋がっていく整備

と運営の仕掛けをする必要があります。

⑻ “公民連携による整備・管理運営”の視点

板橋公園の再整備にあたっては、地域との連携による公園の活用・活性化を進め、

地域のまちづくりを見据えた、戦略的な公民連携手法の活用や創意工夫を図り、民間

事業者のノウハウの発揮による、区の特徴を活かした区内経済の活性化や地域の多様

なニーズへの対応などを進める必要があります。 

公園の管理運営に係る現行の制度としては、「指定管理者制度＊1」、「設置管理許可制

度＊2」などがあり、全国的にも多くの公園で導入されています。また、平成 29年度の

都市公園法改正により、「公募設置管理制度（Park-PFI）＊3」が設けられ、近年、多く

の公園での導入が実施されています。このような背景を踏まえ、板橋公園では特性や

ニーズに合致した公民連携による整備・管理運営手法の導入の視点が必要です。 

 板橋公園が板橋ブランドの発信、板橋区全体のまちづくりに繋げていくた

めには、板橋区、民間事業者、地域の連携と、民間事業者のノウハウや高い

技術力が十分に発揮される制度や、環境づくりの必要があります。また、視

覚上も繋がりを感じる統一されたデザインの導入などの必要もあります。

 板橋公園の再整備に当たっては、運営の可能性を広げていく設計・整備と、

整備後の施設を活かした運営といった、整備と運営を一体的に検討し、連

携できる環境づくりの必要があります。

 運営面においては、特に地域と一緒に検討し、連携して運営を行うことで、

地域が主体となったコミュニティや地域内経済が循環する拠点としての機

能も検討する必要があります。

＊1 指定管理者制度 / 地方公共団体が都市公園等の公の施設の管理を、民間事業者の人的資源やノウハウを活用し、サー

ビスを効率的・効果的に提供する目的で、民間企業・NPO法人・市民グループ等に包括的に代行させることができる制度。 

＊2 設置管理許可制度 / 公園管理者以外の者が許可を受けて、公園施設の設置・管理を行う制度。都市公園内で民間事業

者がレストランや売店、自動販売機等を設置・管理運営しようとする例が多い。 

＊3 公募設置管理制度（Park-PFI） / 飲食店等の公園利用者の利便向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設か

らの利益を活用して、広場等の特定公園施設の整備等を一体的に行う者を、公募により選定する制度。 
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基本計画 

 １ はじめに 

２ 基本コンセプトと整備・運営方針 

３ 導入する空間と整備する環境 

４ 導入する機能 

５ 導入する機能と整備する環境のまとめ 

６ ゾーニング 
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5 基本計画                                     

モビリティコミュニケーションが結ぶ、 

人、街、みどり。 

 交通、交流、みどりの 3つのキーワードを掲げた板橋公園基本構想を基に、多様な人・使い方

をつなぐ「モビリティコミュニケーション」を通じて板橋で暮らす人が繋がり、共存していくこ

れからの板橋らしさを体現するコンセプトを策定いたしました。 

 

 

整備・運営方針Ⅰ 公園の起伏ある地形や自然環境を活かすため、グリーンイン

フラの考えに沿った公園整備を推進します。 

 

整備・運営方針Ⅱ 時代の潮流に伴う交通教育事情の変化、公園利用者のニーズ

の多様化に合わせた多種多様なソフトサービスを展開いたし

ます。 

 

整備・運営方針Ⅲ 多種多様な人々の利用・交流・自己実現を追求する、個人と

社会の well-being の向上に資する公園整備を行います。 

 

 

整備・運営方針Ⅳ 公民連携の視点を取り入れ、時代の変化に即した民間事業者

のノウハウを公園整備に活用します。公園を起点とした板橋ブ

ランドの発信、さらには地域・行政課題の解決に資する公園整

備を公民連携により推進します。 

 

 
導入する空間について  住民意向の分析等から、公園に求められる 5つの空間と 4つ

の機能を提唱しています。 
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１ はじめに 

⑴ 基本計画の目的 

板橋公園基本構想、公園の利用状況の分析や類似・先進事例、利用者数などの現

況調査、住民意向の把握などを踏まえ、板橋公園再整備に必要な視点を示すととも

に、整備・運営方針や事業手法などの基本的な考え方を定めることを目的としてい

ます。 

 

 ⑵ 基本計画の特徴 

基本計画では、区による計画図面やイメージ図はあえて示しておりません。その

理由は、区民の皆様の要望や区の考えを取り入れた設計及び管理運営方法を、民間

事業者の視点からオリジナリティあふれる提案を受けたいためです。そのため、計

画図面やイメージ図に替えて、基本コンセプトを実現するための整備・運営方針と、

「導入する機能」や「空間活用のイメージ」、「整備する環境」を文章による箇条書

きで例示しております。 
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6 再整備の進め方                                 

基本コンセプトを実現する 

効果的な事業手法  

 板橋公園再整備にあたり、地域・行政課題の解決に資する事業手法の検討を重ねて参りました。

少子高齢化による人口減少に歯止めが効かない我が国の社会問題を鑑みると、人的資源の不足は

今後より顕著となることが予測されます。時代は行政、民間が共に手を取り合い、互いの知見や

技術を最大化し、補完する関係性を構築するフェーズに突入しており、板橋公園の再整備の進め

方は、今までに無い事業手法を提案するものとなります。 

 

 

 

 

 

民間活力導入事業について  「モビリティコミュニケーションが結ぶ、人、街、みどり。」

という基本コンセプトを実現するためにも、デザインや運営に

関する高度な技術が必要とされます。再整備と維持管理運営が

一体となった事業実施の必要性や区の財政負担軽減を考慮し、

民間活力導入事業の手法を比較検討したところ、DBO 方式＋

Park-PFI が本事業のあらゆるニーズを満たすという結果を導

き出しました。 

管理運営手法について  基本コンセプトに基づいた公園に求められる 5 つの空間と 4

つの機能を体現し、継続的に管理運営していくためには、デザ

インの本質を理解した高度な運営力と区民ニーズに対応した

高品質なサービスを提供できる経営力が求められます。地域連

携を前提とした長期的事業である特徴と、検討した事業手法と

の親和性、区の財政負担軽減などを考慮し、指定管理者制度の

導入が実現性の高い手法であると分析しました。 
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設計・施工・維持管理一括発注方式（デザインビルド・オペレート（DBO）） 

板橋公園に対する区民要望や期待は様々であり、それらに応えていくには、区

民要望等を勘案した総合的なデザインで公園全体を整備し、整備時に作った機能

や空間を活かし、発展させていく運営力が必要です。これらの実現には、民間事

業者の創意工夫やノウハウ、自由な発想のもとに、再整備後のメンテナンスや管

理運営を想定した・効果的な設計・施工が可能となる事業手法「デザインビルド・

オペレート（DBO）」の導入について検討を進めてきました。 

  公募設置管理制度（Park-PFI） 

ヒアリングやワークショップなどから、区民はカフェ等の便益施設やコミュニ

ティルームなどを求めていることがわかり、公園内に建築物を多数設置すること

が想定されました。また、区財政負担軽減の観点から国庫補助金や民間資金を活

用した整備手法をできる限り取り入れていく必要もあります。このことから、建

ぺい率の緩和や社会資本整備総合交付金の活用（※１）などの歳出削減が期待で

きる事業手法「Park-PFI」の導入が効果的であることも見えてきました 

  PFI 方式 

 PFI方式は設計・建設から維持管理・運営までを一括して性能発注することで、

維持管理・運営までも含めた長期的な視点に立った、民間の創意工夫を得た公園

整備を推進することができます。また、一括発注することで、コスト縮減及び工

期の短縮が可能となります。 

以上の民間活力導入手法に対し、効果比較のために従来方式ついても比較対象と

し、板橋公園再整備を想定して比較検討しました。 

※１ 社会資本整備総合交付金の活用：公募設置管理制度に基づき選定された民間事業者が行う特定公園施設の整備

に要する費用のうち、地方公共団体が負担する金額の１／２を社会資本整備総

合交付金により国が支援する「官民連携型賑わい拠点創出事業」の活用。 
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⑶ 考察

①から⑤の整備手法を、主に「（イ）板橋区の財政負担の軽減につながること」

の視点から比較検討すると、事業手法②の DBO（または PFI）と Park-PFIを併用す

る手法が、社会資本整備総合交付金の採択（※２）と公募対象公園施設部分の事業

成立の可能性のバランスが最も良く、区にとって最も有益だと考えられます。 

※２ 社会資本整備総合交付金の採択：事業費の条件として地方公共団体の費用負担が特定公園施設の整備に要する

費用の積算額に対して 1割以上削減されることが採択条件である。 
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併せて、区の財政負担軽減については、事業手法②Park-PFI＋DBO方式、事業手法 

④PFI 方式、事業手法⑤従来方式で比較し、優位性を検討しました。

・ PFI 方式、DBO＋Park-PFI 方式ともに、施設整備や維持管理・運営については一体

発注や長期契約をすることにより効率化が図られ、コスト削減が見込まれ、追加経費

についても、ＰＦＩ方式における登録免許税などの会社設立費用に留まることから、従

来方式（一般競争入札方式等）と比較し、財政負担の軽減が図られる。 

・ PFI方式はDBO＋Park-PFI方式に比べて金融組成費と資金調達時のコストが高くな

る。 

・ PFI方式は割賦支払を行うため年度ごとの財政負担は軽減されるが、 DBO ＋Park-

PFIに比べてトータルコストは高くなる。 

・ PFI 方式の SPC（※３）設立には、準備から含めると一般的に 3〜6 ヶ月程度を要する

とともに、事業者は事業収益だけで融資の返済を行うことになり、金融機関からの審

査や事業モニタリングが厳しくなるため、設立のハードルが高く、事業参入に対する

障壁となりえる。 

 以上より、区の財政負担は②DBO＋Park-PFI 方式の場合が最も小さくなるととも

に、短期間の公募期間に耐えうる事業手法と言えます。 

※３ ＳＰＣ：特別目的会社（Special Purpose Company）。ある特別の事業を行うために設立された事業会社のことで、PFIでは、

公募提案する共同企業体（コンソーシアム）が、新会社を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。 
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⑶ 考察

① 特定公園施設の管理運営

「DBO＋Park-PFI方式」の場合、DBOで建設された範囲については、基本協定に

基づき選定された事業者グループのうちから、管理運営を担う事業者と管理運営

委託契約を締結することになります。Park-PFIで整備された特定公園施設の管理

運営は別途契約等することになります。 

一方、特定公園施設には、DBO同様、再整備後のメンテナンスや管理運営を想定

した・効果的な設計・施工を求めることから、Park-PFI を担当した事業者が管理

運営も担うことが効果的であると考えます。 

なお、都市公園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドライン（国土交通省都

市局公園緑地景観課）では、「特定公園施設の管理運営は公募設置等計画の認定を

受けた民間事業者が行うことで、公募対象公園施設と一体となった質の高い維持

管理を促し、公園利用者の利便の向上を図ることが望ましい」と記されています。 

② 指定管理者制度導入の優位性

「DBO＋Park-PFI」の事業手法に対する管理運営手法を検討したところ、「指定

管理者制度の導入」に、下記の優位性を見出しました。 

• 公園の有効活用を図るためには、公園の整備・管理運営に関わる各主体が連携

した取組ができる体制を確保することが望ましく、各管理運営業務を区が個別

発注するよりも、指定管理者が一括して担うことが効果的である

• 指定管理者制度では、利用者から料金徴収ができるため、収益施設のみならず、

これを原資にした施設整備や新規事業の拡大等、公園全体の区民満足向上に向

けた継続的な取り組みが期待できる。

• 行政運営だけでは実現が難しい公民連携（民間事業者や地域との連携による活

動）についても効果を発揮することが期待できる

• Park-PFI で作られたカフェ等の公募対象公園施設が、コミュニティファームや

コミュニティルームなどと連携する可能性があり、それらで得た収益を指定管

理者制度へ還元することが可能である（自主事業の財源など）

特定公園施設の維持管理の方法例 

（都市公園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドラインより引用） 
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管理者制度を取り入れる事業手法の有用性について前向きな意見がありまし

た。 

・ 板橋公園では便益施設のみでの利益確保は困難であり、特定公園施設費用負

担分や土地使用料の支払いができず、Park-PFI 事業だけでは事業成立が見込

めないといった意見が目立ちました。 

・ 整備工事だけでなく、公園全体の管理運営も担うことで、公園全体を活用した

事業展開による採算の見通しが付きやすく、Park-PFI の事業性が成立すると

いった意見がありました。 

 

   ③ その他 

・ 事業者選定後、実際の工事を進めていく中で、予測できない事由が発生した場

合は、工期および費用負担について協議・検討の余地を残して欲しいといった

意見があり、社会情勢の見通しや埋没物調査等、リスク軽減のための取組みを

検討することが求められました。 
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５ 事業手法の決定 

 ⑴ 事業手法の総合考察

  以上の検討結果やサウンディングの結果等を踏まえ、下記の課題に対応できる事

業手法を、公募方法も含め検討しました。 

 

課題１ 統一感 

   DBOと Park-PFIでは事業手法が異なるため、公募も別々に行うことが基本である

が、事業手法ごとに整備区域を限定し公募すると、受注事業者が別々になる可能性

があり、統一感のある設計や施工が困難となる。また、将来維持管理運営事業者が

１公園内に多数存在することとなり、管理範囲や管理方針が錯綜することが懸念さ

れる。これらに対応するためには、公募方法を工夫し、関係する事業者を取りまと

める必要がある。 

課題２ モビリティの展開 

   モビリティコミュニケーションの１つとして、ミニトレインなどのモビリティで

園内を巡る事業を実現する予定であるが、事業の陳腐化を防ぐためには、モビリテ

ィの魅力だけでなく、走行園路周辺の修景に定期的な変化をもたらすなど、公園全

体で事業を捉える必要があり、区と複数の民間事業者同士の連携が必要である。 

  課題３ 事業参入の可能性 

   民間事業者へのサウンディングによると、板橋公園では便益施設のみでの利益確

保は困難であり、特定公園施設費用負担分や土地使用料の支払いができず、Park-PFI

事業だけでは事業成立が見込めないといった意見が上がった。また、整備工事だけ

でなく、公園全体の管理運営も担うことで、公園全体を活用した事業展開による採

算の見通しが付きやすく、Park-PFIの事業性が成立するといった意見があり、事業

参入を期待するには、整備と管理運営を同一事業者が担うことが望まれる。 

課題４ 民間事業者の主体性 

   基本コンセプトである「モビリティコミュニケーションが結ぶ、人、街、みどり。」

を実現するには、民間事業者が持つ高度な技術、とりわけデザインの力や、運営に

関するノウハウを取り入れることが重要である。 

   民間事業者は基本計画に示された内容を基に、板橋公園での事業採算性を建設コ

スト、ランニングコスト、収益性などをトータルに考え、提案を実施する。ここに

は事業者のもつ資金力や経営力を発揮しながら、民間事業者が板橋区と共に事業の

主体者となって、責任感をもって公園行政を共に実施する気概が必要である。 

   また、行政と民間事業者の関係性が、これまでの「選定する行政」「選定される民

間」ではなく、双方が事業に対して主体的になり、パートナー関係を構築できる事

業手法を採用する必要がある。 
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